
 

 

 

 

 

 

 

 

  

要介護度 利用限度額 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要支援１ ５０，３２０円 ５，０３２円 １０，０６４円 １５，０９６円 

要支援２ １０５，３１０円 １０，５３１円 ２１，０６２円 ３１，５９３円 

サービスの種類 サービスの内容 自己負担額のめやす（1 割の場合） 

居
宅
に
来
て
も
ら
う
サ
ー
ビ
ス 

★介護予防訪問介護（訪問型サービス）は、介護予防・日常生活支援総合事業のパンフレットをご確認ください。 

介護予防 

訪問入浴介護 

居宅に浴室がない場合や、感染症な

どの理由から施設での入浴利用が困

難な場合などに限定して、介護予防

を目的とした訪問入浴介護が受けら

れます。 

874 円 
１回あたり 

介護予防訪問看護 

疾病等を抱えている人について、

看護師等が居宅を訪問して、介護

予防を目的とした療養上の世話や

診療の補助を行います。 

訪問看護ステーション(1 回あたり) 
20 分未満 310 円 

30 分未満 461 円 

病院または診療所(1 回あたり) 
20 分未満 262 円 

30 分未満 390 円 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

居宅での生活行為を向上させる

訓練が必要な場合に、理学療法士

や作業療法士、言語聴覚士が訪問

して介護予防を目的とした短期

集中的なリハビリテーションを

行います。 

303 円 
1 回 20 分あたり 

介護予防 

居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅

を訪問し、介護予防を目的とした

療養上の管理や指導を行います。 

（1 回あたり） 
①単一建物居住者 

1 人 
②単一建物居住者 

2～9 人 
①・② 
以外 

医師 

（月 2 回まで） 
515 円 487 円 446 円 

歯科医師 

（月 2 回まで） 
517 円 487 円 441 円 

病院の薬剤師 

（月 2 回まで） 
566 円 417 円 380 円 

薬局の薬剤師 

（月 4 回まで） 
518 円 379 円 342 円 

管理栄養士 

（月 2 回まで） 
545 円 487 円 444 円 

歯科衛生士 

（月 4 回まで） 
362 円 326 円 295 円 

通
所
し
て
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス 

★介護予防通所介護（通所型サービス）は、介護予防・日常生活支援総合事業のパンフレットを確認ください。 

 
介護予防 

通所リハビリ 
テーション 

（デイケア） 

介護老人保健施設や病院等で、介

護予防を目的とした食事などの

日常生活上の支援や生活行為向

上のための支援、リハビリテーシ

ョンを行うほか、その人の目標に

合わせた一律的サービス（栄養改

善や口腔機能向上）を提供しま

す。 

要支援1 要支援2 

2,307 円 
1 か月あたり 

4,300 円 
1 か月あたり 

※通常規模の事業所で７時間以上８時間未満の場合 

介護予防サービス 介護予防を目的とした介護予防サービス計画に基づき、次のサービスを利用できます。 

要支援 1・2 の人が利用できるサービス 

１か月あたりの利用限度額 

●利用するサービスやその利用回数等は、ケアマネジャーが作成するケアプランで決まります。 

●介護保険負担割合証に利用者負担の割合（１割、２割または３割）が記載されています。 

※ 自己負担額は、介護報酬の加算により変動します。国の基準等の改正に伴い、金額が変更する場合があります。 

※ 通所サービスを利用の際、食事の提供を受けた場合は別途負担が必要です。 



 

施設サービス 

 
 

居宅での暮らしを支えるサービス 

サービスの種類 サービスの内容 サービス費用等 

介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸

与を行います。（特殊寝台、車いす、床ずれ防止用

具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移

動用リフト、自動排泄処理装置は原則として対象

となりません。） 

福祉用具の事業者が定める額 

※平成 30 年 10 月から「全国平均貸与価

格+１標準偏差（ISD）」を基準として上限

設定されています。 

特定介護予防福祉用具販売 介護予防に資する入浴や排泄などに使用す

る福祉用具を販売します。 

ケアプランを作成している人は、事前に介護

支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談く

ださい。 

１人あたり１０万円を上限として、その１

割、２割または３割の自己負担で購入する

ことができます。（4 月 1 日から１年間） 

※指定された福祉用具販売事業者で購入し

てください。 

介護予防住宅改修費支給 手すりの取付け、段差解消などの改修をした際、

20 万円を上限に費用を支給します。 

住宅改修を予定している場合は、事前に介護支

援専門員(ケアマネジャー)等にご相談くださ

い。 

１人あたり２０万円を上限として、その１

割、２割または３割の自己負担で行うこと

ができます。 

※事前の申請の後、工事内容が介護保険給

付の対象であるかどうか審査があります。

介護保険課からの確認書の送付前の着工又

は完了している工事等は支給対象となりま

せん。 

 

地域密着型介護予防サービス  

サービスの種類 サービスの内容 
自己負担額の目安（1 割の場合） 

備考 
要支援１ 要支援２ 

介護予防認知症 
対応型通所介護 

認知症の人を対象に日常

生活の世話や専門的なケ

アを行います。 

 787 円 
1 回あたり 

 879 円 
1 回あたり 

※併設型の施設で、7 時間

以上 8 時間未満の場合 

※食費等が別に必要です。 

介護予防小規模 
多機能型居宅介護 

「通い」を中心に「訪問」

や「泊まり」を組み合わせ

て利用するサービスです。 

3,509 円 
１か月あたり 

 7,091 円 
１か月あたり 

※食費、宿泊費等が別に必

要です。 

介護予防認知症 
対応型共同生活介護 

(グループホーム) 

認知症の人が共同生活を

送りながら、日常生活の支

援や介護を受けられます。 

利用できません 
760 円 

1 日あたり 

※2 ユニット以上の場合 

※食費、宿泊費等が別に必

要です。 

 

サービスの種類 サービスの内容 要支援1 要支援2 

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス 

介護予防短期 

入所生活介護 

短期入所施設に短期入所し、介護予防を目的

とした日常生活上の支援や機能訓練などを

行います。 

459 円 
1 日あたり 

571 円 
1 日あたり 

※介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合 

介護予防短期 

入所療養介護 

介護老人保健施設等に短期入所し、介護予防

を目的とした看護、医学的管理下における介

護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活

上の世話を行います。 

622 円 
1 日あたり 

785 円 
1 日あたり 

※介護老人保健施設（多床室）の場合～基本型～ 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、

介護予防を目的とした日常生活上の支援や

介護を提供します。 

186 円 
1 日あたり 

318 円 
1 日あたり 

※ 短期入所サービスを利用の際、滞在費と食費は別途負担が必要ですが、低所得者には負担限度額が適用されます。 

R7.4.1 高松市地域包括支援センター作成 


